
新型コロナウイルスワクチン 接種情報

3回目ワクチン接種　 集団接種日程（予定） 5歳～11歳のワクチン接種の
準備を進めています

3回目接種の対象の方に、順次、必要書類を同封した封筒を送付しています。

▶安芸高田市内での接種場所や接種に関して
　健康長寿課　健康推進係　
　☎・お太助フォン42-5633

詳しい状況は、市ホー
ムページ（お太助フォ
ンから閲覧可能）で随
時更新しています。

※詳細は決まり次第、広報あきたかた・
　市ホームページなどでお知らせします。

65歳
以上

18歳
～64歳

接種日 接種場所 ワクチン
▶ 接種方法（予定）
［ 接種医療機関 ］
　 JA吉田総合病院（個別接種）
［ 使用するワクチン ］
　 小児用ファイザー社ワクチン
［ 接種回数 ］ 2回接種
［ 接種費用 ］ 無料

▶ワクチンの知識に関する専門的な相談・一般的な相談
　広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　☎082-513-2847（24時間・土日祝日対応）
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 甲田文化センターミューズ
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向原生涯学習センターみらい
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2月26日（土）～3月2日（水）

3月8日（火）～17日（木）  

3月22日（火）～25日（金）

3月8日（火）～17日（木）  

3月29日（火）、3月30日（水）、
4月2日（土）～5月4日（水）、
5月30日（月）、5月31日（火）

【予約・変更】安芸高田市新型コロナワクチン接種予約コールセンター（☎82-836-4649、平日：9時～16時）
※ワクチン未接種（1回目、2回目）で接種を希望する方も接種できます

□総務課　秘書広報室　☎・お太助フォン 42-5627問

安芸高田市公式Instagram
（@akitakata_city）をフォロー

市内で「春」をテーマに撮影した写真に、「#あき
たかたん2022春」、「撮影場所」を記載して投稿

入賞作品は「広報あきたかた」に掲載！

［  応募受付期間  ］

［  応募方法  ］
3月1日（火）～5月31日(火)

詳しくは市ホームページ（応募要項）を
確認してください。

「安芸高田市の春」をテーマにした
フォトコンテストを開催します。

#あきたか
たん2022

春

　カタクリ
の里

#あきたか
たん2022

春

　土師ダム

安芸高田市公式

第2回フォトコンテスト
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安芸高田市の 制度に
関する

お知ら
せ 行政情報

マイナンバーカードは、転居・転入の届け出をする際
に、券面更新（新住所の追記）や継続利用処理（転入時
のみ）などが必要です。継続利用処理を怠るとマイナン
バーカードが失効する場合があります。
※転出の届け出の際は、保有確認をしますのでマイナ

ンバーカードを持ってきてください。
※券面更新、継続利用の処理には、マイナンバーカー

ドの暗証番号（数字4桁）が必要です。
■マイナンバーカード失効条件
▪転入届の提出後、継続利用の処理をしないまま90

日経過
▪転出予定日から30日経過しても転入届を提出して

いない
▪転入した日から14日経過しても転入届を提出して

いない
▪転入後、継続利用の処理をしないまま転出した
※失効した場合、再交付には発行手数料（1,000円）が

必要です。

□問総合窓口課　窓口係
☎・お太助フォン42-5616　 42-2130

さまざまな制度の支援やサービスを受けるために
必要な「身体障害者手帳」を交付しています。

《対象者》
身体（視覚、聴覚、平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不

自由、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
免疫）に永続する障害がある方

《申請時必要書類等》
①申請書
②指定医師の診断書・意見書
③写真2枚（脱帽、上半身、真正面、縦4㎝×横3㎝）
④個人番号（マイナンバー）と身分証明ができるもの
※①と②の用紙は窓口に設置しています（市のホーム

ページからもダウンロードできます）。

障害の状態が、「再生医療の適用」や「機能回復訓
練」などで変化が予想される場合は、再認定を実施し
ます。再認定の時期に書面で通知しますので、期日ま
でに診断書・意見書を提出してください。

再認定期日の指定がない手帳をお持ちの方は、障
害の程度が変わったり、新たな障害が加わったときに
は、新規交付時と同様に申請してください。
■以下の場合にも届け出が必要です
▪氏名変更
▪住所変更
▪死亡
▪紛失、破損

□問社会福祉課　障害者福祉係
☎・お太助フォン42-5615　 42-2130

□問社会福祉課　障害者福祉係
☎・お太助フォン42-5615　 42-2130

身体障害者手帳
交付申請を受け付けています身体障害者手帳の再認定

病気の重篤化防止や医療費削減を目的として、服薬
情報を送付しています。通知を受けた方は、かかりつけ
医やかかりつけ薬局で提示し、重複している薬や飲み
合わせが悪い薬を確認してください。

《対象者》　※以下の全てに該当する方
○国民健康保険の被保険者
▪60歳以上75歳未満の方
▪2か所以上の医療機関で受診した方
▪6種類以上の薬を服薬している方
○後期高齢者医療の被保険者
▪2か所以上の医療機関で受診した方
▪6種類以上の薬を服薬している方
■外出時は「お薬手帳」を携帯しましょう

外出時に思わぬけがや体調不良で病院を利用する
こともあります。病院や薬局ごとにお薬手帳を作らず
一冊にまとめて携帯しましょう。いつも服用している薬
やアレルギー等の情報を記録して、いざというときに
備えてください。

0歳から18歳到達年度末までの方が受けた医療費
のうち、自己負担分の一部を助成します。
※16歳から18歳の間は、健康保険の被保険者になる

など、助成が受けられない場合があります。
《自己負担額》　※1医療機関ごとの上限
▪通院

500円／日
※月4日まで（5日以降は自己負担がありません） 
※院外処方の場合は自己負担はありません。
▪入院

500円／日
※月14日まで（15日以降は自己負担がありません） 
■受給者証の更新

小学生以上の方の受給者証は、年度毎に自動更新
します。3月中旬ごろに新しい受給者証を送付します
ので確認してください。

□問保険医療課　医療保険年金係
☎・お太助フォン42-5619　 42-2130

□問保険医療課　医療保険年金係
☎・お太助フォン42-5619　 42-2130

国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の方へ
服薬情報を送付します　

マイナンバーカード
転出・転入・転居時の手続き

乳幼児等医療費助成制度
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